
5月 3日・憲法記念日
4日・みどりの日
5日・こどもの日

（皐月） MAY

税法上の特例の適用要件として、申告書の提出や申告書に一定
の書類を添付することが求められている場合等に、申告書等の提
出がなかったときでも、その提出がなかったことについてやむを
えない事情があると税務署長が認めるときには、その後、申告書
等を提出すれば適用を認める規定。
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ワンポイント

5月の税務と労務

宥恕（ゆうじょ）規定

国　税／4月分源泉所得税の納付
5月10日

国　税／3月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等） 5月31日

国　税／9月決算法人の中間申告
5月31日

国　税／6月、9月、12月決算法人の
消費税等の中間申告
（年3回の場合） 5月31日

国　税／個人事業者の消費税等の中
間申告（年3回の場合）5月31日

国　税／確定申告税額の延納届出に
よる延納税額の納付

5月31日
国　税／特別農業所得者の承認申請

5月17日
地方税／自動車税・鉱区税の納付

都道府県の条例で定める日

カリフォルニアゴールドポピー
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小
規
模
経
営
の
株
主
総
会

小
規
模
経
営
で
株
主
が
数
人
ま
た

は
一
人
と
い
う
会
社
が
多
数
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
場
合
、
株
主
総
会
に
つ

い
て
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
で

し
ょ
う
か
。

会
社
法
で
は
、
株
主
全
員
の
同
意

が
あ
れ
ば
、
株
主
総
会
の
招
集
手
続

き
は
省
略
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

ま
た
、
同
意
書
面
や
電
磁
的
記
録
を

保
管
し
て
お
け
ば
、
議
事
録
の
作
成

も
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

株
主
総
会
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、

多
数
の
株
主
が
存
在
す
る
公
開
会
社

と
、
少
数
の
株
主
で
構
成
さ
れ
て
い

る
非
公
開
会
社
（
株
式
の
全
部
が
譲

渡
制
限
株
式
で
あ
る
会
社
）
が
ま
っ

た
く
同
じ
で
あ
る
必
要
性
は
あ
り
ま

せ
ん
。

つ
ま
り
、
所
有
と
経
営
が
分
離
し

て
い
る
公
開
会
社
と
、
お
お
む
ね
所

有
と
経
営
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
中

小
企
業
で
は
、
株
主
総
会
の
意
味
合

い
は
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
さ
ら
に
、

会
社
法
で
は
、
有
限
会
社
は
株
式
会

社
に
取
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
一
人
会
社
な
ど
の
株

主
数
が
少
な
い
会
社
に
お
い
て
は
、

効
率
的
な
株
主
総
会
が
開
催
で
き
る

よ
う
に
法
整
備
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
非
公
開
会
社
に
お
け

る
原
則
的
な
決
議
方
法
と
簡
略
化
し

た
手
続
き
方
法
を
比
較
し
て
み
ま
す
。

【
株
主
総
会
招
集
手
続
き
】

a

原
則
的
な
決
議
方
法

会
日
の
一
週
間
前
ま
で
に
通
知

を
発
送
し
ま
す
。
た
だ
し
、
取
締

役
会
を
設
置
し
て
い
な
い
会
社
に

つ
い
て
は
、
無
制
限
に
短
縮
が
可

能
と
な
り
ま
す
。

s

簡
略
化
し
た
手
続
き
方
法

株
主
の
全
員
の
同
意
が
あ
る
と

き
に
は
、
招
集
の
手
続
き
の
省
略

が
可
能
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

書
面
投
票
ま
た
は
電
子
投
票
が
で

き
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
省
略

で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
簡
略
手
続
き

は
、
定
時
総
会
に
限
ら
ず
、
臨
時

総
会
で
も
採
用
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
簡
略
手
続

き
を
採
用
す
る
た
め
の
要
件
（
定

款
規
定
が
要
求
さ
れ
る
な
ど
）
は
、

特
に
あ
り
ま
せ
ん
。

【
決
議
要
件
】

a

原
則
的
な
決
議
方
法

普
通
決
議
、
特
別
決
議
、
特
殊

決
議
の
要
件
に
従
い
ま
す
。

s

簡
略
化
し
た
手
続
き
方
法

議
決
権
を
有
す
る
株
主
の
全
員

が
書
面
ま
た
は
電
磁
的
記
録
（
Ｅ

—
Ｍ
Ａ
Ｉ
Ｌ
な
ど
の
記
録
）
に
よ

り
同
意
の
意
思
表
示
を
し
た
と
き

は
、
提
案
を
可
決
す
る
決
議
が
あ

っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

【
議
事
録
な
ど
】

a

原
則
的
な
決
議
方
法

議
事
録
の
作
成
は
、
法
務
省
令

に
基
づ
き
作
成
し
ま
す
。
ま
た
、

作
成
さ
れ
た
議
事
録
は
会
日
か
ら

一
〇
年
間
は
本
店
に
、
原
則
と
し

て
五
年
間
は
支
店
に
備
え
お
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

s

簡
略
化
し
た
手
続
き
方
法

議
事
録
そ
の
も
の
は
作
成
さ
れ

ま
せ
ん
が
、「
同
意
の
意
思
表
示
」

を
記
載
し
た
書
面
ま
た
は
電
磁
的

記
録
を
保
管
し
て
お
き
ま
す
。
そ

し
て
、
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み

な
さ
れ
た
日
か
ら
一
〇
年
間
、
本

店
に
備
え
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
書
面
報
告
シ
ス
テ
ム
】

取
締
役
が
株
主
総
会
に
報
告
す
べ

き
事
項
を
、
株
主
の
全
員
に
対
し
て

通
知
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事

項
を
株
主
総
会
に
報
告
し
な
い
と
き

に
つ
い
て
、
株
主
の
全
員
が
書
面
ま

た
は
電
磁
的
記
録
に
よ
り
同
意
の
意

思
表
示
を
し
た
と
き
は
、
株
主
総
会

へ
の
報
告
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ

れ
ま
す
。

株
主
が
一
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
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前
記
の
と
お
り
、
株
主
総
会
の
招
集

手
続
き
を
省
略
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
り
ま
す
。

役
員
変
更
の
手
続
き

株
式
会
社
で
は
、
定
期
的
に
役
員

変
更
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、

ど
の
よ
う
な
手
続
き
が
必
要
か
、
取

締
役
と
監
査
役
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

見
て
み
ま
し
ょ
う
。

取
締
役
、
監
査
役
は
株
主
総
会
で

選
任
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
任
期

は
原
則
、
取
締
役
二
年
、
監
査
役
四

年
で
す
。
取
締
役
、
監
査
役
を
選
任

す
る
た
め
に
は
、
株
主
総
会
の
議
決

が
必
要
で
す
。
ま
た
、
選
任
さ
れ
た

取
締
役
、
監
査
役
は
登
記
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
際
、
選
任

し
た
株
主
総
会
の
議
事
録
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

【
株
式
会
社
の
三
つ
の
機
関
】

平
成
十
八
年
五
月
か
ら
の
会
社
法

施
行
に
よ
り
、
会
社
の
機
関
の
設
計

が
多
様
と
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、

中
小
株
式
会
社
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス

な
機
関
と
し
て
、
三
つ
の
機
関
を
取

り
上
げ
、
取
締
役
、
監
査
役
の
役
割

に
つ
い
て
簡
単
に
ま
と
め
る
こ
と
に

し
ま
す
。

典
型
的
な
株
式
会
社
の
三
つ
の
機

関
と
は
、「
株
主
総
会
」、「
取
締
役
・

取
締
役
会
」、「
監
査
役
」
で
す
。
そ

れ
ぞ
れ
の
機
関
は
、
以
下
の
よ
う
な

機
能
を
持
ち
ま
す
。

◇
　
株
主
総
会
…
株
式
会
社
の
所
有

者
で
あ
る
株
主
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
、
株
式
会
社
の
最
高
機
関
で

す
。

◇
　
取
締
役
・
取
締
役
会
…
実
際
に

株
式
会
社
の
業
務
を
執
行
す
る
意

思
決
定
機
関
で
す
。

◇
　
監
査
役
…
株
式
会
社
の
運
営
が

健
全
か
ど
う
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る

監
査
機
関
で
す
。
会
社
法
の
施
行

に
よ
り
、
監
査
役
は
原
則
と
し
て
、

会
計
監
査
権
限
と
業
務
監
査
権
限

を
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

※
　
監
査
役
設
置
会
社
と
は
、
厳
密

に
い
う
と
、
監
査
役
の
権
限
を
限

定
し
な
い
監
査
役
を
設
置
し
て
い

る
会
社
の
こ
と
で
す
。
会
計
監
査

に
限
定
（
限
定
監
査
役
）
し
て
い

る
会
社
は
、
監
査
役
設
置
会
社
と

は
呼
び
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
会
社

法
施
行
前
に
、
資
本
金
一
億
円
以

下
の
株
式
会
社
は
、
会
計
に
限
定

し
た
監
査
役
の
定
め
が
あ
る
も
の

と
見
な
さ
れ
ま
す
が
、
登
記
簿
謄

本
（
履
歴
事
項
証
明
書
等
）
で
は
、

監
査
役
設
置
会
社
と
登
記
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

【
取
締
役
、
監
査
役
の
選
任
】

取
締
役
お
よ
び
監
査
役
は
原
則
と

し
て
、
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て

選
任
さ
れ
ま
す
（
会
社
法
三
二
九
条
）。

こ
の
決
議
は
原
則
と
し
て
、
普
通

決
議
で
す
が
、
定
款
で
決
議
要
件
を

加
重
す
る
場
合
に
は
、
議
決
権
割
合

を
加
重
す
る
こ
と
の
み
が
認
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
取
締
役
を
二
名
以
上
選

任
す
る
場
合
は
、
株
主
は
定
款
で
別

段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
累

積
投
票
に
よ
り
選
任
す
る
こ
と
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
同
三
四

二
条
）。

【
取
締
役
、
監
査
役
の
任
期
】

取
締
役
の
任
期
は
原
則
二
年
で
す
。

全
部
の
株
式
に
つ
い
て
譲
渡
制
限
を

設
け
て
い
る
株
式
会
社
（
非
公
開
会

社
）
の
場
合
は
、
定
款
を
変
更
す
れ

ば
一
〇
年
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
登
記
の
回
数
が
減
少
し
、

登
録
免
許
税
な
ど
の
費
用
の
軽
減
を

図
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
方
で
は
、

任
期
中
の
取
締
役
を
解
任
す
る
に
は
、

正
当
な
理
由
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ

が
な
く
解
任
す
る
場
合
に
は
、
そ
の

取
締
役
に
対
し
て
多
額
の
損
害
賠
償

（
任
期
満
了
ま
で
の
取
締
役
の
報
酬
の

賠
償
）
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

監
査
役
の
任
期
は
、
原
則
四
年
で

す
。
全
部
の
株
式
に
つ
い
て
譲
渡
制

限
を
設
け
て
い
る
株
式
会
社
（
非
公

開
会
社
）
の
場
合
は
、
取
締
役
と
同

様
、
定
款
を
変
更
す
れ
ば
一
〇
年
ま

で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
登

記
の
回
数
が
減
少
し
、
登
録
免
許
税

な
ど
の
費
用
の
軽
減
を
図
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
一
方
で
は
、
任
期
中
の

監
査
役
を
解
任
す
る
に
は
、
正
当
な

理
由
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
が
な
く

解
任
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
監
査
役

に
対
し
て
損
害
賠
償
（
任
期
満
了
ま

で
の
監
査
役
の
報
酬
の
賠
償
）
を
支

払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
役
員
変
更
手
続
き
】

取
締
役
、
監
査
役
が
、
任
期
満
了
、

辞
任
、
解
任
、
死
亡
な
ど
に
よ
り
、

新
し
く
選
ば
れ
る
場
合
な
ど
に
は
、

取
締
役
、
監
査
役
の
役
員
変
更
の
登

記
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

登
記
申
請
書
類
は
、
状
況
に
よ
っ

て
必
要
な
も
の
が
異
な
り
ま
す
が
、

一
般
的
に
は
、
株
主
総
会
の
議
事
録

を
添
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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使い捨て社員の時代

ディスポーザブル・ワーカー（使い捨て
社員）の時代が到来しました。働く者にと
って、失業は慢性的なものになり、高齢者
は退職すればもはや仕事には就けず、若者
たちは仕事の経験がないまま年をとるはめ
になります。不況時に大学を卒業した人の
所得は、10年経っても好況時に就職した人
に比べ低いという調査結果もあります。

雇用削減は企業に利益をもたらすという
ことがわかっています。また、管理職の報
酬は、従来、何人の部下を持つかが一つの
基準でしたが、現在ではボーナス支給のウ
ェイトが高くなり、その査定は短期の収益
業績が基準とされるところも出てきていま
す。そのため、人を減らすことが最も手っ
取り早い方法になるということが世の中の
コンセンサスになってしまったことです。

結果、派遣、パートなどを使うことが増
えることに繋がりました。

臨時雇用や派遣労働者の比率が圧倒的に
高まっているのがその例えです。不況が原
因で、過去の不況時にも見られた現象です
が、今回の大不況では、これまでの不況と
は違う様相を呈していることがあります。
その深度の深さもさりながら、もはや正規
社員雇用への復帰は、景気が回復してもな
いだろうと予想されていることです。

理由は、海外へのアウトソーシングが拡
大していることです。企業経営にとって、
低賃金で、仕事をきちんと指導すれば、日
本人と変わらない働きをするという事実で
す。

今、アメリカ企業は、景気の本格的な回
復を待たずに、好調に収益を伸ばしていま
すが、その大きな理由の一つが、臨時雇用
社員活用にあります。もはや正規社員の時
代は終わったのかもしれません。働く人た
ちは、有給休暇なしの低収入にあえぎ、リ
スクを抱え、福利厚生もなく、失業保険も
もらえません。時代は大きな変わり目にあ
るといえるでしょう。
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企
業
の
成
長
の
足
取
り
は
グ
ラ
イ

ダ
ー
と
気
流
の
関
係
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
風
が
弱
ま
っ
た
場
合
に
は
、

経
営
陣
が
グ
ラ
イ
ダ
ー
の
よ
う
に
事

業
を
ソ
フ
ト
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

で
す
。
し
か
し
実
際
に
は
、
突
発
的

な
急
落
を
伴
っ
て
落
下
し
ま
す
。

あ
ら
ゆ
る
失
速
の
背
後
に
は
、
企

業
戦
略
と
外
部
環
境
の
ギ
ャ
ッ
プ
を

埋
め
る
た
め
の
経
営
者
の
判
断
の
誤

り
が
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
の
ギ
ャ
ッ

プ
が
存
在
あ
る
い
は
拡
大
し
て
い
る

こ
と
に
対
す
る
自
覚
の
欠
如
、
あ
る

い
は
直
面
し
て
い
る
す
べ
て
の
問
題

の
な
か
で
最
重
要
課
題
を
見
き
わ
め

る
判
断
の
誤
り
で
す
。
自
覚
の
欠
如

は
無
意
識
的
な
問
題
で
あ
る
だ
け

に
、
と
り
わ
け
厄
介
で
す
。

経
営
者
が
最
も
深
く
そ
し
て
長
く

信
じ
て
き
た
前
提
こ
そ
が
、
実
は
最

大
の
弊
害
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と

も
あ
る
の
で
す
。

強い者は生き残れない

世界の資本は、有限で、経済は常に成
長するものではありません。短期投資は、
その有限な資本の奪い合いです。

今、「長期的な利益」のために、「短期
的な利益」の追求を控え、協同行動をと
るべき時です。「強い者」は最後まで生き
残れません。最後まで生き残ることがで
きるのは、他人と共生・協力できる「共
生する者」であることは「進化史」が私
たちに教えてくれていることなのです。

ダーウィンの進化論以来、生物学のみ
ならずさまざまな科学理論、社会理論で
「環境に最も適応した者」すなわち「強い
者」が生き残る、言わば「弱肉強食」の
考え方が一般的でした。しかし、その考
え方は、誰も適応しきれないほどの“激
しい”環境変化を考慮に入れていないこ
とに注意しましょう。

「最終的に生き残る者」と「環境適応
能力が高いもの」とは、しばしば一致し
ないのです。

経
営
者
の
判
断
誤
り


